
JP 4768552 B2 2011.9.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　待機時に省電力化を図る省エネルギーモードへと移行するとともに、照明手段から原稿
に対して光を照射して原稿画像を画像信号として読み取る画像読取装置において、
　電源を供給する電源手段と、
　前記電源手段から電源を供給され、前記照明手段に対して駆動電圧を供給する点灯装置
と、
　前記点灯装置を制御するＣＰＵ（Central　Processing　Unit）と、
　前記省エネルギーモードからの復帰の際に、前記ＣＰＵの初期化を待たずに、前記電源
手段から出力される電圧の監視結果に応じて前記点灯装置に対する点灯信号を出力する電
源監視手段と、
を備え、
　前記電源監視手段は、前記電源手段から前記点灯装置に対して供給される電圧を分圧し
て出力する電源オン閾値発生手段と、前記電源オン閾値発生手段から出力される電圧が電
源オンとみなされる最低入力許容電圧を超えたと判定した場合に、前記点灯装置に対する
点灯信号を出力する電源オン検出手段と、を備える、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記電源オン閾値発生手段は、前記電源手段から前記点灯装置に供給する電圧を前記電
源オン検出手段の入力電圧範囲に適合するレベルに変換して出力し、
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　前記電源オン検出手段は、前記電源オン閾値発生手段からの出力が当該電源オン検出手
段のハイレベル閾値を超えた時点で、前記点灯装置に対する点灯信号を出力する、
ことを特徴とする請求項１記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記ＣＰＵの初期化が終了した後は、前記ＣＰＵによって前記点灯装置を制御する、
ことを特徴とする請求項１または２記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記画像信号を増幅するものであって、前記ＣＰＵに制御されて利得を調整するゲイン
アンプを更に備え、
　前記ゲインアンプは、前記照明手段が点灯し前記ＣＰＵの初期化が終了した後であって
前記照明手段の光量が安定した後に、利得を決定するための調整動作を開始する、
ことを特徴する請求項１ないし３のいずれか一記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記画像信号を増幅するものであって、前記ＣＰＵに制御されて利得を調整するゲイン
アンプを更に備え、
　前記ゲインアンプは、前記照明手段が点灯し前記ＣＰＵの初期化が終了した後であって
前記照明手段の光量が安定する前に、利得を決定するための調整動作を開始する、
ことを特徴する請求項１ないし４のいずれか一記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記照明手段の光量安定前に前記ゲインアンプの利得を決定するための調整動作を開始
する場合は、前記照明手段の光量安定後に前記ゲインアンプの利得を決定するための調整
動作を開始する場合と比較して、大きい読み取りピークデータを目標値とする、
ことを特徴する請求項５記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記照明手段の光量安定後に前記ゲインアンプの利得を調整する際の読み取りピークデ
ータの目標値をＤｂ、光量安定前後の光量比を（ａ＋ｂ）：ｂとした場合、前記照明手段
の光量安定前に前記ゲインアンプの利得を調整する際の読み取りピークデータの目標値：
Ｄｍは、
　　Ｄｍ＝Ｄｂ＊（ａ＋ｂ）／ｂ
となることを特徴する請求項６記載の画像読取装置。
【請求項８】
　照明手段から原稿に対して光を照射して原稿画像を画像信号として読み取る画像読取装
置と、前記画像読取装置が読み取った画像データに従って画像を形成して出力する画像印
刷装置とを備え、待機時に省電力化を図る省エネルギーモードへと移行する画像形成装置
において、
　電源を供給する電源手段と、
　前記電源手段から電源を供給され、前記照明手段に対して駆動電圧を供給する点灯装置
と、
　前記点灯装置を制御するＣＰＵ（Central　Processing　Unit）と、
　前記省エネルギーモードからの復帰の際に、前記ＣＰＵの初期化を待たずに、前記電源
手段から出力される電圧の監視結果に応じて前記点灯装置に対する点灯信号を出力する電
源監視手段と、
を備え、
　前記電源監視手段は、前記電源手段から前記点灯装置に対して供給される電圧を分圧し
て出力する電源オン閾値発生手段と、この電源オン閾値発生手段から出力される電圧が電
源オンとみなされる最低入力許容電圧を超えたと判定した場合に、前記点灯装置に対する
点灯信号を出力する電源オン検出手段と、を備える、
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項９】
　前記電源オン閾値発生手段は、前記電源手段から前記点灯装置に供給する電圧を前記電
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源オン検出手段の入力電圧範囲に適合するレベルに変換して出力し、
　前記電源オン検出手段は、前記電源オン閾値発生手段からの出力が当該電源オン検出手
段のハイレベル閾値を超えた時点で、前記点灯装置に対する点灯信号を出力する、
ことを特徴とする請求項８記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記ＣＰＵの初期化が終了した後は、前記ＣＰＵによって前記点灯装置を制御する、
ことを特徴とする請求項８または９記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記画像信号を増幅するものであって、前記ＣＰＵに制御されて利得を調整するゲイン
アンプを更に備え、
　前記ゲインアンプは、前記照明手段が点灯し前記ＣＰＵの初期化が終了した後であって
前記照明手段の光量が安定した後に、利得を決定するための調整動作を開始する、
ことを特徴する請求項８ないし１０のいずれか一記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記画像信号を増幅するものであって、前記ＣＰＵに制御されて利得を調整するゲイン
アンプを更に備え、
　前記ゲインアンプは、前記照明手段が点灯し前記ＣＰＵの初期化が終了した後であって
前記照明手段の光量が安定する前に、利得を決定するための調整動作を開始する、
ことを特徴する請求項８ないし１０のいずれか一記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記照明手段の光量安定前に前記ゲインアンプの利得を決定するための調整動作を開始
する場合は、前記照明手段の光量安定後に前記ゲインアンプの利得を決定するための調整
動作を開始する場合と比較して、大きい読み取りピークデータを目標値とする、
ことを特徴する請求項１２記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記照明手段の光量安定後に前記ゲインアンプの利得を調整する際の読み取りピークデ
ータの目標値をＤｂ、光量安定前後の光量比を（ａ＋ｂ）：ｂとした場合、前記照明手段
の光量安定前に前記ゲインアンプの利得を調整する際の読み取りピークデータの目標値：
Ｄｍは、
　　Ｄｍ＝Ｄｂ＊（ａ＋ｂ）／ｂ
となることを特徴する請求項１３記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　待機時に省電力化を図る省エネルギーモードへと移行するとともに、照明手段から原稿
に対して光を照射して原稿画像を画像信号として読み取る画像読取装置における点灯制御
方法であって、
　前記省エネルギーモードからの復帰の際に、電源を供給する電源手段から電源を供給さ
れて前記照明手段に対して駆動電圧を供給する点灯装置を制御するＣＰＵ（Central　Pro
cessing　Unit）の初期化を待たずに、前記電源手段から出力される電圧の監視結果に応
じて前記点灯装置に対する点灯信号を出力する電源監視工程を含み、
　前記電源監視工程は、前記電源手段から前記点灯装置に対して供給される電圧を分圧し
て出力する電源オン閾値発生工程と、この電源オン閾値発生工程から出力される電圧が電
源オンとみなされる最低入力許容電圧を超えたと判定した場合に、前記点灯装置に対する
点灯信号を出力する電源オン検出工程と、を含む、
ことを特徴とする点灯制御方法。
【請求項１６】
　前記電源オン閾値発生工程は、前記電源手段から前記点灯装置に供給する電圧を前記電
源オン検出工程の入力電圧範囲に適合するレベルに変換して出力し、
　前記電源オン検出工程は、前記電源オン閾値発生工程からの出力がハイレベル閾値を超
えた時点で、前記点灯装置に対する点灯信号を出力する、
ことを特徴とする請求項１５記載の点灯制御方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置、画像形成装置および点灯制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、環境保護、省エネルギーが取り上げられ、複写機やＭＦＰなどの設計においても
、エナジースター、ＺＥＳＭ等の省エネルギーを目標として提唱されている規格に適合さ
せるための努力が続けられている。これらの規格は省エネルギーを目的とし、待機状態（
主電源オン後、使用されない状態が所定の時間経ったときに一部の電源供給を停止し、復
帰指令を待つ状態）にある時、消費エネルギーに制限を設けたものである。
【０００３】
　現在、複写機やＭＦＰで実施されている待機時における省エネルギーモード（以下、省
エネモードという）は、消費電力の大きい定着ヒータをはじめ、操作パネル等の電源はオ
フ、あるいは低電力運転に切り替えられ、スキャナ部に於いては電源供給を遮断すること
により一括してオフされることが一般的である。
【０００４】
　一方、待機状態にある複写機やＭＦＰを使用する場合は、電源をオン状態に戻したり、
低電力運転から通常運転状態に戻し、使用可能な状態になるまでユーザを待たせることに
なる。この待ち時間はユーザにとっては実際以上に長く感じられ、ストレスを与えること
につながっている。
【０００５】
　具体的には、待機状態からの復帰時において、スキャナ部は得られたアナログ画像信号
が精度良くデジタル画像信号に変換されるように、電源がオンされた時に以下の調整を行
っている。
  ・ アナログ画像信号を程よい大きさに増幅するための増幅率の調整。
  ・ 黒レベルが最適な値になるように基準レベルの調整。
【０００６】
　従って、スキャナ部への電源供給を停止する場合における待機状態からの復帰時に、上
記した調整を行うための時間が含まれ、ユーザをより長く待たせる結果につながると言う
不具合がある。
【０００７】
　そこで、特許文献１の画像読取装置では、特に消灯期間が長いときの読み取り可能な光
量に達するのに要する時間を大きく要する露光ランプの場合、電源投入直後に一度露光ラ
ンプを点灯させることによりその後のＡＧＣ（Auto Gain Control）を実行するときの露
光ランプの所定の光量に達するまでの時間を短縮させることにより、電源投入後のスキャ
ナの原稿読み取り可能となるまでの時間を短縮させるようにしている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－１３５５２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１の画像読取装置によれば、電源が投入されてからＣＰＵの初
期化および周辺ＡＳＩＣの初期化を行った後に露光ランプをオンする構成であるため、初
期化時に要する時間分だけ露光ランプの点灯が遅れる事になる。
【００１０】
　さらに、ゲインアンプの利得調整は光源光量が安定化するのを待ってから行うので、ス
キャナ復帰時間の大幅な短縮は難しい。
【００１１】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、省エネルギーモードから復帰に要する
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時間を短縮することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、待機時に省
電力化を図る省エネルギーモードへと移行するとともに、照明手段から原稿に対して光を
照射して原稿画像を画像信号として読み取る画像読取装置において、電源を供給する電源
手段と、前記電源手段から電源を供給され、前記照明手段に対して駆動電圧を供給する点
灯装置と、前記点灯装置を制御するＣＰＵ（Central　Processing　Unit）と、前記省エ
ネルギーモードからの復帰の際に、前記ＣＰＵの初期化を待たずに、前記電源手段から出
力される電圧の監視結果に応じて前記点灯装置に対する点灯信号を出力する電源監視手段
と、を備え、前記電源監視手段は、前記電源手段から前記点灯装置に対して供給される電
圧を分圧して出力する電源オン閾値発生手段と、前記電源オン閾値発生手段から出力され
る電圧が電源オンとみなされる最低入力許容電圧を超えたと判定した場合に、前記点灯装
置に対する点灯信号を出力する電源オン検出手段と、を備える。
【００１４】
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１記載の画像読取装置において、前記電源オン
閾値発生手段は、前記電源手段から前記点灯装置に供給する電圧を前記電源オン検出手段
の入力電圧範囲に適合するレベルに変換して出力し、前記電源オン検出手段は、前記電源
オン閾値発生手段からの出力が当該電源オン検出手段のハイレベル閾値を超えた時点で、
前記点灯装置に対する点灯信号を出力する。
【００１５】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項１または２記載の画像読取装置において、前記
ＣＰＵの初期化が終了した後は、前記ＣＰＵによって前記点灯装置を制御する。
【００１６】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項１ないし３のいずれか一記載の画像読取装置に
おいて、前記画像信号を増幅するものであって、前記ＣＰＵに制御されて利得を調整する
ゲインアンプを更に備え、前記ゲインアンプは、前記照明手段が点灯し前記ＣＰＵの初期
化が終了した後であって前記照明手段の光量が安定した後に、利得を決定するための調整
動作を開始する。
【００１７】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項１ないし４のいずれか一記載の画像読取装置に
おいて、前記画像信号を増幅するものであって、前記ＣＰＵに制御されて利得を調整する
ゲインアンプを更に備え、前記ゲインアンプは、前記照明手段が点灯し前記ＣＰＵの初期
化が終了した後であって前記照明手段の光量が安定する前に、利得を決定するための調整
動作を開始する。
【００１８】
　また、請求項６にかかる発明は、請求項５記載の画像読取装置において、前記照明手段
の光量安定前に前記ゲインアンプの利得を決定するための調整動作を開始する場合は、前
記照明手段の光量安定後に前記ゲインアンプの利得を決定するための調整動作を開始する
場合と比較して、大きい読み取りピークデータを目標値とする。
【００１９】
　また、請求項７にかかる発明は、請求項６記載の画像読取装置において、前記照明手段
の光量安定後に前記ゲインアンプの利得を調整する際の読み取りピークデータの目標値を
Ｄｂ、光量安定前後の光量比を（ａ＋ｂ）：ｂとした場合、前記照明手段の光量安定前に
前記ゲインアンプの利得を調整する際の読み取りピークデータの目標値：Ｄｍは、
　　Ｄｍ＝Ｄｂ＊（ａ＋ｂ）／ｂ
となる。
【００２０】
　また、請求項８にかかる発明は、照明手段から原稿に対して光を照射して原稿画像を画
像信号として読み取る画像読取装置と、前記画像読取装置が読み取った画像データに従っ
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て画像を形成して出力する画像印刷装置とを備え、待機時に省電力化を図る省エネルギー
モードへと移行する画像形成装置において、電源を供給する電源手段と、前記電源手段か
ら電源を供給され、前記照明手段に対して駆動電圧を供給する点灯装置と、前記点灯装置
を制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）と、前記省エネルギーモードからの復帰
の際に、前記ＣＰＵの初期化を待たずに、前記電源手段から出力される電圧の監視結果に
応じて前記点灯装置に対する点灯信号を出力する電源監視手段と、を備え、前記電源監視
手段は、前記電源手段から前記点灯装置に対して供給される電圧を分圧して出力する電源
オン閾値発生手段と、この電源オン閾値発生手段から出力される電圧が電源オンとみなさ
れる最低入力許容電圧を超えたと判定した場合に、前記点灯装置に対する点灯信号を出力
する電源オン検出手段と、を備える。
【００２２】
　また、請求項９にかかる発明は、請求項８記載の画像形成装置において、前記電源オン
閾値発生手段は、前記電源手段から前記点灯装置に供給する電圧を前記電源オン検出手段
の入力電圧範囲に適合するレベルに変換して出力し、前記電源オン検出手段は、前記電源
オン閾値発生手段からの出力が当該電源オン検出手段のハイレベル閾値を超えた時点で、
前記点灯装置に対する点灯信号を出力する。
【００２３】
　また、請求項１０にかかる発明は、請求項８または９記載の画像形成装置において、前
記ＣＰＵの初期化が終了した後は、前記ＣＰＵによって前記点灯装置を制御する。
【００２４】
　また、請求項１１にかかる発明は、請求項８ないし１０のいずれか一記載の画像形成装
置において、前記画像信号を増幅するものであって、前記ＣＰＵに制御されて利得を調整
するゲインアンプを更に備え、前記ゲインアンプは、前記照明手段が点灯し前記ＣＰＵの
初期化が終了した後であって前記照明手段の光量が安定した後に、利得を決定するための
調整動作を開始する。
【００２５】
　また、請求項１２にかかる発明は、請求項８ないし１０のいずれか一記載の画像形成装
置において、前記画像信号を増幅するものであって、前記ＣＰＵに制御されて利得を調整
するゲインアンプを更に備え、前記ゲインアンプは、前記照明手段が点灯し前記ＣＰＵの
初期化が終了した後であって前記照明手段の光量が安定する前に、利得を決定するための
調整動作を開始する。
【００２６】
　また、請求項１３にかかる発明は、請求項１２記載の画像形成装置において、前記照明
手段の光量安定前に前記ゲインアンプの利得を決定するための調整動作を開始する場合は
、前記照明手段の光量安定後に前記ゲインアンプの利得を決定するための調整動作を開始
する場合と比較して、大きい読み取りピークデータを目標値とする。
【００２７】
　また、請求項１４にかかる発明は、請求項１３記載の画像形成装置において、前記照明
手段の光量安定後に前記ゲインアンプの利得を調整する際の読み取りピークデータの目標
値をＤｂ、光量安定前後の光量比を（ａ＋ｂ）：ｂとした場合、前記照明手段の光量安定
前に前記ゲインアンプの利得を調整する際の読み取りピークデータの目標値：Ｄｍは、
　　Ｄｍ＝Ｄｂ＊（ａ＋ｂ）／ｂ
となる。
【００２８】
　また、請求項１５にかかる発明は、待機時に省電力化を図る省エネルギーモードへと移
行するとともに、照明手段から原稿に対して光を照射して原稿画像を画像信号として読み
取る画像読取装置における点灯制御方法であって、前記省エネルギーモードからの復帰の
際に、電源を供給する電源手段から電源を供給されて前記照明手段に対して駆動電圧を供
給する点灯装置を制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）の初期化を待たずに、前
記電源手段から出力される電圧の監視結果に応じて前記点灯装置に対する点灯信号を出力
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する電源監視工程を含み、前記電源監視工程は、前記電源手段から前記点灯装置に対して
供給される電圧を分圧して出力する電源オン閾値発生工程と、この電源オン閾値発生工程
から出力される電圧が電源オンとみなされる最低入力許容電圧を超えたと判定した場合に
、前記点灯装置に対する点灯信号を出力する電源オン検出工程と、を含む。
【００３０】
　また、請求項１６にかかる発明は、請求項１５記載の点灯制御方法において、前記電源
オン閾値発生工程は、前記電源手段から前記点灯装置に供給する電圧を前記電源オン検出
工程の入力電圧範囲に適合するレベルに変換して出力し、前記電源オン検出工程は、前記
電源オン閾値発生工程からの出力がハイレベル閾値を超えた時点で、前記点灯装置に対す
る点灯信号を出力する。
【発明の効果】
【００３１】
　請求項１，８，１５にかかる発明によれば、省エネルギーモードからの復帰の際に、電
源手段から電源を供給されて照明手段に対して駆動電圧を供給する点灯装置を制御するＣ
ＰＵの初期化を待たずに、点灯装置に対する点灯信号を出力することにより、従来のよう
に電源が投入されてからＣＰＵの初期化を行った後に照明手段をオンする場合より早く省
エネルギーモードからスキャナの復帰動作に入ることができるので、省エネルギーモード
から復帰に要する時間を短縮することができる、という効果を奏する。また、ハード的に
電源の立ち上がりを検出して光源を点灯するので、従来より早く省エネルギーモードから
スキャナの復帰動作に入ることができる、という効果を奏する。
【００３３】
　また、請求項２，９，１６にかかる発明によれば、ハード的に電源の立ち上がりを検出
して光源を点灯するので、従来より早く省エネルギーモードからスキャナの復帰動作に入
ることができる、という効果を奏する。
【００３４】
　また、請求項３，１０にかかる発明によれば、省エネルギーモードからの復帰以降は通
常の制御と同様にＣＰＵで制御出来るので、制御上特別な工夫をする必要が無い、という
効果を奏する。
【００３５】
　また、請求項４，１１にかかる発明によれば、従来に比べて、ゲインアンプの利得調整
を行うタイミングが早くなるので、従来より早く省エネルギーモードからスキャナの復帰
動作に入ることができる、という効果を奏する。
【００３６】
　また、請求項５，１２にかかる発明によれば、光源光量が安定する前に利得調整を開始
するので、従来より格段に早く省エネルギーモードからスキャナを復帰させることができ
る、という効果を奏する。
【００３７】
　また、請求項６，１３にかかる発明によれば、光源光量が安定する前に利得調整を開始
するが、それに伴った適正な調整目標値とするので、光源光量が安定後に利得調整を開始
した場合と同等な調整が可能になる、という効果を奏する。
【００３８】
　また、請求項７，１４にかかる発明によれば、光源光量が安定する前に利得調整を開始
するが、それに伴った適正な調整目標値とするので、光源光量が安定後に利得調整を開始
した場合と同等な調整が可能になる、という効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる画像読取装置、画像形成装置および点灯
制御方法の最良な実施の形態を詳細に説明する。
【００４０】
　［第１の実施の形態］
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  本発明の第１の実施の形態を図１ないし図１１に基づいて説明する。本実施の形態は画
像形成装置として、コピー機能、ファクシミリ（ＦＡＸ）機能、プリント機能、スキャナ
機能および入力画像（スキャナ機能による読み取り原稿画像やプリンタあるいはＦＡＸ機
能により入力された画像）を配信する機能等を複合したいわゆるＭＦＰ（Multi Function
 Peripheral）と称されるデジタル複合機を適用した例である。
【００４１】
　図１は、本発明の第１の実施の形態にかかるデジタル複合機１０００を概略的に示す構
成図である。本実施の形態にかかるデジタル複合機１０００は、後処理装置であるフィニ
シャ１００とスキャナ部２００とプリンタ部３００とで構成されている。
【００４２】
　本実施の形態にかかるデジタル複合機１０００は、操作部４００（図２参照）のアプリ
ケーション切り替えキーにより、複写機能、プリンタ機能、およびファクシミリ機能を順
次に切り替えて選択することが可能となっており、複写機能の選択時には複写モードとな
り、プリンタ機能の選択時にはプリンタモードとなり、ファクシミリモードの選択時には
ファクシミリモードとなる。ここでは、複写モードにおける画像形成の流れを例に挙げ、
図１を参照して説明する。
【００４３】
　まず、デジタル複合機１０００のスキャナ部２００について説明する。スキャナ部２０
０は、概略的には、自動原稿送り装置（以後、ＡＤＦ（Auto Document Feeder）という。
）１と読み取りユニット５０とで構成されている。
【００４４】
　ＡＤＦ１の原稿台２に原稿の画像面を上にして置かれた原稿束は、操作部４００上のプ
リントキー（図示せず）が押下されると、一番下の原稿から給送ローラ３、給送ベルト４
によってコンタクトガラス６上の所定の位置に給送される。なお、デジタル複合機１００
０は、１枚の原稿をコンタクトガラス６上の所定の位置に給送完了する毎に原稿枚数をカ
ウントアップするカウント機能を有している。
【００４５】
　コンタクトガラス６上の所定の位置に給送された原稿は、読み取りユニット５０によっ
て画像データを読み取られる。
【００４６】
　ここで、読み取りユニット５０について詳述する。読み取りユニット５０は、原稿を載
置するコンタクトガラス６と光学走査系で構成されている。光学走査系は、照明手段であ
る露光ランプ５１、第１ミラー５２、レンズ５３、ＣＣＤイメージセンサ５４等で構成さ
れている。露光ランプ５１および第１ミラー５２は、図示しない第１キャリッジ上に固定
され、第２ミラー５５および第３ミラー５６は、図示しない第１キャリッジ上に固定され
ている。この光学走査系は、図示しないスキャナ駆動モータにて駆動される。本実施の読
み取りユニット５０は、コンタクトガラス６上に原稿が搭載された場合に、露光ランプ５
１を点灯し、第１キャリッジおよび第２キャリッジをスキャナ駆動モータにより右方向に
移動走査して原稿を読み取る読み取り方式と、露光ランプ５１を点灯し、第１キャリッジ
および第２キャリッジは停止した状態のまま、ＡＤＦ１によって搬送される原稿を読み取
る読み取り方式が選択可能である。第１キャリッジおよび第２キャリッジをスキャナ駆動
モータにより右方向に移動走査して原稿を読み取る読み取り方式の場合には、原稿像を読
み取るときには、光路長が変わらないように、第１キャリッジと第２キャリッジとが２対
１の相対速度で副走査方向に機械的に走査される。原稿画像は、ＣＣＤイメージセンサ５
４によって読み取られ、電気信号に変換されて出力される。ＣＣＤイメージセンサ５４か
らの出力信号は、ＡＤコンバータによりデジタルデータ（画像データ）に変換される。
【００４７】
　デジタルデータに変換された原稿画像情報は、例えばプリンタ部３００に送られてプリ
ント出力として画像情報の出力が行なわれる場合や、あるいは記憶装置に送られて入力画
像情報の記憶が行なわれる場合等、種々あり、各々のスキャナ部２００の情報として使用
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されている。
【００４８】
　読み取りユニット５０によって画像データの読み取りが終了した原稿は、給送ベルト４
および排送ローラ５によって排出される。
【００４９】
　さらに、原稿セット検知７にて原稿台２に次の原稿が有ることを検知した場合、前原稿
と同様に、次の原稿がコンタクトガラス６上に給送される。
【００５０】
　上述した給送ローラ３、給送ベルト４、排送ローラ５は、それぞれ搬送モータ（図示せ
ず）によって駆動される。
【００５１】
　次に、デジタル複合機１０００のプリンタ部３００について説明する。プリンタ部３０
０は、画像印刷装置として機能するものであって、概略的には、作像ステーション７０と
定着ユニット１７と給紙部８０と両面給紙ユニット１１１とで構成されている。
【００５２】
　作像ステーション７０は、電子写真方式で作像するものであり、書き込みユニット５７
と感光体１５と現像ユニット２７と転写部としても機能する搬送ベルト１６とを主体とし
て構成されている。
【００５３】
　給紙部８０は、第１トレイ８と第２トレイ９と第３トレイ１０と第１給紙装置１１と第
２給紙装置１２と第３給紙装置１３と縦搬送ユニット１４とにより構成されている。第１
トレイ８、第２トレイ９、第３トレイ１０に積載された転写紙Ｐは、各々第１給紙装置１
１、第２給紙装置１２、第３給紙装置１３によって給紙され、縦搬送ユニット１４によっ
て感光体１５に当接する位置まで搬送される。
【００５４】
　読み取りユニット５０にて読み込まれた画像データは、書き込みユニット５７から出力
されるレーザビームによって感光体１５に書き込まれ、現像ユニット２７を通過すること
によってトナー像が形成される。書き込みユニット５７は、レーザ出力ユニット５８、結
像レンズ５９、ミラー６０で構成され、レーザ出力ユニット５８の内部には、レーザ光源
であるレーザダイオードおよびモータによって高速で定速回転する多角形ミラー（ポリゴ
ンミラー）が備わっている。なお、特に図示しないが、感光体１５の一端近傍のレーザビ
ームを照射される位置に、主走査同期信号を発生するビームセンサが配置されている。
【００５５】
　感光体１５上のトナー像は、感光体１５の回転と等速で搬送ベルト１６によって搬送さ
れる転写紙Ｐに転写される。その後、定着ユニット１７に搬送されて画像を定着された転
写紙Ｐは、排紙ユニット１８によって後処理装置であるフィニシャ１００に排出される。
【００５６】
　後処理装置のフィニシャ１００は、排紙ユニット１８の排紙ローラ１９によって搬送さ
れた転写紙Ｐを、通常排紙ローラ１０２方向とステープル処理部方向へと切り替えて導く
ことができる。より詳細には、後処理装置であるフィニシャ１００は、切り替え板１０１
を上に切り替えることにより、搬送ローラ１０３を経由して通常の排紙トレイ１０４側に
転写紙Ｐを排紙することができ、切り替え板１０１を下方向に切り替えることで、搬送ロ
ーラ１０５、１０７を経由して、ステープル台１０８に転写紙Ｐを搬送することができる
。
【００５７】
　ステープル台１０８に積載された転写紙Ｐは、一枚排紙されるごとに紙揃え用のジョガ
ー１０９によって、紙端面が揃えられ、一部のコピー完了と共にステープラ１０６によっ
て綴じられる。ステープラ１０６で綴じられた転写紙Ｐ群は、自重によってステープル完
了排紙トレイ１１０に収納される。
【００５８】
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　一方、フィニシャ１００の通常の排紙トレイ１０４は、前後に移動可能な排紙トレイで
ある。前後に移動可能な排紙トレイ１０４は、原稿毎、あるいは、画像メモリによってソ
ーティングされたコピー部毎に、前後に移動し、簡易的に排出されてくるコピー紙を仕分
けるものである。
【００５９】
　本実施の形態にかかるデジタル複合機１０００は、転写紙Ｐの両面に画像を作像可能で
ある。転写紙Ｐの両面に画像を作像する場合は、各給紙トレイ８～１０から給紙され作像
された転写紙Ｐを排紙トレイ１０４側に導かないで、排紙ユニット１８の経路切り替えの
為の分岐爪１１２を上側にセットすることで、一旦両面給紙ユニット１１１にストックす
る。その後、両面給紙ユニット１１１にストックされた転写紙Ｐは、再び感光体１５に作
像されたトナー画像を転写するために、反転された状態で両面給紙ユニット１１１から再
給紙され、下側にセットされた分岐爪１１２を介して排紙トレイ１０４に導かれる。この
ように、転写紙Ｐの両面に画像を作成する場合に両面給紙ユニット１１１は使用される。
また、画像の載った転写紙Ｐの裏面に印字を行なう際にも両面給紙ユニット１１１を用い
て転写紙Ｐの裏表を変えることができる。
【００６０】
　なお、上述した感光体１５、搬送ベルト１６、定着ユニット１７、排紙ユニット１８、
現像ユニット２７、フィニシャ１００は、メインモータ（図示せず）によって駆動され、
各給紙装置１１～１３はメインモータの駆動を各々給紙クラッチ（図示せず）によって伝
達駆動される。縦搬送ユニット１４は、メインモータの駆動を中間クラッチ（図示せず）
によって伝達駆動される。
【００６１】
　図２は、デジタル複合機１０００のハードウェア構成を示すブロック図である。図２に
示すように、このデジタル複合機１０００は、コントローラ１１０１とプリンタ部３００
及びスキャナ部２００とをＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バスで接続し
た構成となる。コントローラ１１０１は、デジタル複合機１０００全体の制御と描画、通
信、操作部４００からの入力を制御するコントローラである。なお、プリンタ部３００又
はスキャナ部２００には、誤差拡散やガンマ変換などの画像処理部分が含まれる。
【００６２】
　コントローラ１１０１は、コンピュータの主要部であるＣＰＵ（Central Processing U
nit）１１１１と、システムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）１１１２と、ノースブリッジ（ＮＢ）
１１１３と、サウスブリッジ（ＳＢ）１１１４と、ＡＳＩＣ（Application Specific Int
egrated Circuit）１１１６と、ローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）１１１７と、ハードディ
スクドライブ（ＨＤＤ）１１１８とを有し、ＮＢ１１１３とＡＳＩＣ１１１６との間をＡ
ＧＰ（Accelerated Graphics Port）バス１１１５で接続した構成となる。また、ＭＥＭ
－Ｐ１１１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）１１１２ａと、ＲＡＭ（Random Access Me
mory）１１１２ｂとをさらに有する。
【００６３】
　ＣＰＵ１１１１は、デジタル複合機１０００の全体制御を行うものであり、ＮＢ１１１
３、ＭＥＭ－Ｐ１１１２およびＳＢ１１１４からなるチップセットを有し、このチップセ
ットを介して他の機器と接続される。
【００６４】
　ＮＢ１１１３は、ＣＰＵ１１１１とＭＥＭ－Ｐ１１１２、ＳＢ１１１４、ＡＧＰバス１
１１５とを接続するためのブリッジであり、ＭＥＭ－Ｐ１１１２に対する読み書きなどを
制御するメモリコントローラと、ＰＣＩマスタおよびＡＧＰターゲットとを有する。
【００６５】
　ＭＥＭ－Ｐ１１１２は、プログラムやデータの格納用メモリ、プログラムやデータの展
開用メモリ、プリンタの描画用メモリなどとして用いるシステムメモリであり、ＲＯＭ１
１１２ａとＲＡＭ１１１２ｂとからなる。ＲＯＭ１１１２ａは、ＣＰＵ１１１１の動作を
制御するプログラムやデータの格納用メモリとして用いる読み出し専用のメモリであり、
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ＲＡＭ１１１２ｂは、プログラムやデータの展開用メモリ、プリンタの描画用メモリなど
として用いる書き込みおよび読み出し可能なメモリである。
【００６６】
　ＳＢ１１１４は、ＮＢ１１１３とＰＣＩデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブ
リッジである。このＳＢ１１１４は、ＰＣＩバスを介してＮＢ１１１３と接続されており
、このＰＣＩバスには、ネットワークインタフェース（Ｉ／Ｆ）部１１０４なども接続さ
れる。
【００６７】
　ＡＳＩＣ１１１６は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのＩＣ
（Integrated Circuit）であり、ＡＧＰバス１１１５、ＰＣＩバス、ＨＤＤ１１１８およ
びＭＥＭ－Ｃ１１１７をそれぞれ接続するブリッジの役割を有する。このＡＳＩＣ１１１
６は、ＰＣＩターゲットおよびＡＧＰマスタと、ＡＳＩＣ１１１６の中核をなすアービタ
（ＡＲＢ）と、ＭＥＭ－Ｃ１１１７を制御するメモリコントローラと、ハードウェアロジ
ックなどにより画像データの回転などを行う複数のＤＭＡＣ（Direct Memory Access Con
troller）と、プリンタ部３００やスキャナ部２００との間でＰＣＩバスを介したデータ
転送を行うＰＣＩユニットとからなる。このＡＳＩＣ１１１６には、ＰＣＩバスを介して
ＦＣＵ（Fax Control Unit）１１２１、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）１１２２、ＩＥ
ＥＥ１３９４（the Institute of Electrical and Electronics Engineers 1394）インタ
フェース１１２３が接続される。
【００６８】
　ＭＥＭ－Ｃ１１１７は、コピー用画像バッファ、符号バッファとして用いるローカルメ
モリであり、ＨＤＤ１１１８は、画像データの蓄積、ＣＰＵ１１１１の動作を制御するプ
ログラムの蓄積、フォントデータの蓄積、フォームの蓄積を行うためのストレージである
。
【００６９】
　ＡＧＰバス１１１５は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィック
スアクセラレータカード用のバスインタフェースであり、ＭＥＭ－Ｐ１１１２に高スルー
プットで直接アクセスすることにより、グラフィックスアクセラレータカードを高速にす
るものである。
【００７０】
　次に、本実施の形態のデジタル複合機１０００のコントローラ１１０１がプログラムに
従って実現する待機時に省電力化を図る省エネルギーモード（以下、省エネモードという
）機能について簡単に説明する。デジタル複合機１０００で実施される待機時における省
エネモードは、消費電力の大きい定着ユニット１７の定着ヒータや操作部４００等の電源
はオフあるいは低電力運転に切り替え、スキャナ部２００においては電源を一括してオフ
する。より詳細には、デジタル複合機１０００は、下記に示す３種類の省エネモードを備
えている。
  低電力モード：最後に機器を使用してから一定時間経過した場合に、エンジン系負荷の
一部を除いて電源供給停止＋定着温度を下げる。
  スリープモード：低電力モードに移行後、引き続き操作が行われなかった場合、エンジ
ン系負荷への電源供給を停止する。
  オフモード：設定時間以上機器を使用しない場合に、エンジン系負荷は全て、コントロ
ーラ系負荷は一部を除いて電源供給停止する。
【００７１】
　なお、スリープモードは、オプション追加によりプリンタ機能やスキャナ機能を有した
場合に有効となる。オフモードは、コピー機能しか有しない場合に有効となる。よって、
スリープとオフモードは、デジタル複合機１０００がどのような機能を有しているかによ
り、一方の機能のみ有効になる。すなわち、スリープモードとオフモードは、排他の関係
にある。
【００７２】
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　ところで、上述したような省エネモードによる待機状態からの復帰時においては、スキ
ャナ部２００は、得られたアナログ画像信号が精度良くデジタル画像信号に変換されるよ
うに、電源がオンされた時に以下の調整を行っている。
  ・ アナログ画像信号を程よい大きさに増幅するための増幅率の調整。
  ・ 黒レベルが最適な値になるように基準レベルの調整。
【００７３】
　従って、スキャナ部２００への電源供給を停止する場合における待機状態からの復帰時
に、上記した調整を行うための時間が含まれるため、電源投入後のスキャナ部２００の原
稿読み取り可能となるまでの時間の短縮が望まれている。
【００７４】
　次に、本実施の形態のデジタル複合機１０００が備える特徴的な機能である光源点灯制
御機能について説明する。
【００７５】
　図３は、スキャナ部２００の読み取りユニット５０を示す概略構成図である。前述した
構成に加えて、読み取りユニット５０の上部であってコンタクトガラス６の副走査方向上
流側には、白基準板９０が配置されている。この白基準板９０は、電源オン時には画像信
号を増幅するゲインアンプの利得調整する際の読み取り対象であり、原稿読み取り時には
シェーディング補正データを得るための読み取り対象である、主走査方向に設けられた均
一濃度のほぼ白色の部材である。
【００７６】
　本実施の形態のデジタル複合機１０００においては、原稿の読み取りに先立って白基準
板９０の読み取りデータを走査して、シェーディング補正用データを生成しメモリに記憶
しておき、そのシェーディング補正用データで原稿画像を読み取りながら正規化すること
で、該装置における光量分布ムラ、ＣＣＤの感度ムラ、そして出力変動等を補正し、原稿
の画像情報を精度よく読み取っている。
【００７７】
　露光ランプ５１は、点灯装置９１より駆動電圧を印加されて点灯する。なお、９４は点
灯装置９１やスキャナ駆動モータＭなどに対して２４Ｖ電圧を供給する電源（電源手段）
である。露光ランプ５１からの光は、白基準板９０あるいはコンタクトガラス６に戴置さ
れた原稿に対してある角度で照射され、白基準板９０あるいはコンタクトガラス６に戴置
された原稿で反射した光は３枚のミラー５２，５５，５６、レンズ５３を経由して光電変
換素子であるＣＣＤイメージセンサ５４に入射する。
【００７８】
　ＣＣＤイメージセンサ５４は、ＣＣＤ基板９２に搭載されている。このＣＣＤ基板９２
は、クロックドライバ（図示せず）、タイミング回路９２ａ、ＣＣＤ出力信号処理部（図
示せず）などを備えている。ＣＣＤ基板９２は、入射光量に対応した電圧を出力し、画像
処理部９３に画像データとして渡す。
【００７９】
　上述したように、スキャナ部２００はコントローラ１１０１に制御されるものであり、
点灯装置９１とＣＣＤ基板９２と画像処理部９３とについてもコントローラ１１０１によ
り制御されることになる。
【００８０】
　ここで、図４はスキャナ部２００の制御系を示すブロック図である。図４に示すように
、コントローラ１１０１は、ＣＣＤ基板９２内のタイミング回路９２ａや点灯装置９１を
制御する。また、コントローラ１１０１は、電源９４によって供給される電圧を監視する
電源監視手段１２００を有している。より詳細には、電源監視手段１２００は、電源９４
によって供給された電圧が点灯装置９１の最低入力許容電圧を超えたか否かを監視し、超
えた場合に点灯信号を出力する。
【００８１】
　コントローラ１１０１のＣＰＵ１１１１は、ＣＣＤ基板９２内のタイミング回路９２ａ
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に対して周波数、位相、出力する／しない等のレジスタ設定を行う。ＣＣＤ基板９２内の
タイミング回路９２ａは、ＣＣＤイメージセンサ５４に対するＣＣＤ駆動クロック（図４
参照）ではφ、SHの２種のみ記載しているが、実際にはφと逆位相の／φ、RS、CPなど数
種類のクロックが必要である）、点灯装置９１に対する光源駆動クロック（Ckinv）を生
成出力する。光源駆動クロック（Ckinv）は、点灯装置９１の出力である光源駆動電圧を
生成する為のタイミングクロックであり、光源駆動クロック（Ckinv）の立ち上りに同期
して点灯装置９１から露光ランプ５１に高圧が印加される。
【００８２】
　加えて、コントローラ１１０１のＣＰＵ１１１１は、電源監視手段１２００に対して光
源点灯信号（CNT0）を出力する。電源監視手段１２００は、光源点灯信号（CNT0）に応じ
て光源点灯信号（CNT）を点灯装置９１に出力する。光源点灯信号（CNT）は、“Ｌ”レベ
ルの時に点灯を許可する信号であり、“Ｈ”レベルの時にランプ駆動クロック（Ckinv）
が入力されても点灯しない（図７参照）。
【００８３】
　なお、電源９４は、電源監視手段１２００および点灯装置９１に対して２４Ｖ電圧を供
給するとともに、タイミング回路９２ａなどにはロジック系として一般的な電圧（３．３
Ｖや５Ｖ）を供給する。
【００８４】
　図５は、点灯装置９１の入力系を示すブロック図である。図５に示すように、点灯装置
９１に対する入力としては、電源（２４Ｖ）、ＧＮＤ、光源駆動クロック（Ckinv）、光
源点灯信号（CNT）があり、２本の出力ラインを露光ランプ５１に接続する。点灯装置９
１は、光源点灯信号（CNT）と光源駆動クロック（Ckinv）にしたがって露光ランプ５１の
点灯に関する制御を行なう。
【００８５】
　以上により、ランプ駆動クロック（Ckinv）を点灯装置９１に入力しておき、コントロ
ーラ１１０１のＣＰＵ１１１１は画像読み取り要求があった時に、光源点灯信号（CNT）
をアクティブにするＯＮ／ＯＦＦ制御が簡単に行なえる。もちろん、ランプ駆動クロック
（Ckinv）が無い構成（電源、ＧＮＤ、光源点灯信号（CNT）の構成）であっても本発明に
関して何ら支障無い。
【００８６】
　図６は、点灯制御に関する部分を示す回路図である。図６に示すように、電源監視手段
１２００は、電源オン閾値発生手段１２０１と電源オン検出手段１２０２とを備えており
、スキャナ部２００の電源９４がオンされた際の電源の立ち上がりを監視する。
【００８７】
　電源オン閾値発生手段１２０１は、電源９４から点灯装置９１に対して供給される２４
Ｖ電圧を抵抗で分圧した電圧（Vchk）を出力する。ここでは、Ｒ１とＲ２の比は約５：１
に設定されており、２４Ｖを４Ｖ程度に分圧する。電源オン検出手段１２０２は、ＮＡＮ
Ｄ回路であり、ＴＴＬ（Transistor Transistor Logic）等の汎用的ＩＣである。すなわ
ち、電源オン閾値発生手段１２０１の分圧比は、電源オン検出手段１２０２への入力電圧
範囲に適合するような比にしている。電源オン検出手段１２０２には、ＣＰＵ１１１１の
出力する光源点灯信号（CNT0）も入力される。
【００８８】
　図７は、点灯制御に関するタイミングチャートである。一般に、電源オン直後でまだＣ
ＰＵ１１１１の初期化が終了していない時点ではＣＰＵポートは入力ポートとして設定さ
れているのが一般的である。図６の回路図では５Ｖにプルアップしているので、ＣＰＵ１
１１１の初期化が終了して出力ポート設定がなされ、且つ意図して“Ｌ”レベル出力をす
るまでは、CNT0＝“Ｈ”である。
【００８９】
　図７に示すように、電源オン直後、２４Ｖ電圧は徐々に上昇し、最終的に２４Ｖに到達
する。このときの電源オン閾値発生手段１２０１の出力（Vchk）は、２４Ｖ電源の上昇に
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合わせて徐々に上昇し、最終的に４Ｖに到達する。そして、電源監視手段１２００は、電
源オン閾値発生手段１２０１の出力（Vchk）が電源オン検出手段１２０２のハイレベル閾
値（Vih）を超えた時点で、“Ｌ”レベルの光源点灯信号（CNT1）を出力する。
【００９０】
　電源監視手段１２００からの光源点灯信号（CNT1）を受けているバッファはオープンコ
レクタタイプのＩＣであり、このとき光源点灯信号（CNT）も“Ｌ”となり、電流を引っ
張って点灯装置９１をアクティブにする。
【００９１】
　その後、ＣＰＵ１１１１の初期化が終了して出力ポート設定がなされ、CNT0信号＝“L
”としたときには、露光ランプ５１を消灯させるように点灯装置９１を制御する。
【００９２】
　このように本実施の形態によれば、省エネルギーモードからの復帰の際に、電源９４か
ら電源を供給されて露光ランプ５１に対して駆動電圧を供給する点灯装置９１を制御する
ＣＰＵ１１１１の初期化を待たずに、電源監視手段１２００は電源手段９４から出力され
る電圧の監視結果に応じて点灯装置９１に対する点灯信号を出力する。これにより、従来
のように電源が投入されてからＣＰＵ１１１１の初期化を行った後に露光ランプ５１をオ
ンする場合より早く省エネルギーモードからスキャナ部２００の復帰動作に入ることがで
きるので、省エネルギーモードから復帰に要する時間を短縮することができる。
【００９３】
　［第２の実施の形態］
  次に、本発明の第２の実施の形態を図８ないし図１３に基づいて説明する。なお、前述
した第１の実施の形態と同じ部分は同じ符号で示し説明も省略する。
【００９４】
　図８は、本発明の第２の実施の形態にかかるスキャナ部２００を構成する各部の電気的
接続を示すブロック図である。なお、図８ではＣＣＤイメージセンサ５４からの出力は１
系統のみ記載してあるが、高速タイプのＣＣＤイメージセンサ５４では２系統あるいは４
系統の出力タイプも存在する。本実施の形態においては、何系統の出力であっても良い。
【００９５】
　図８に示すように、原稿からの反射光をアナログ画像信号に変換したＣＣＤイメージセ
ンサ５４から出力されたアナログ画像信号は、バッファでドライブされてサンプリング回
路９２ｂにてサンプルホールドされ、リセットノイズ等の高周波成分が除去される。ゲイ
ンアンプ９２ｃは、コントロール端子に印加される電圧（Ｖｇ）にて利得を制御できるア
ンプであり、オフセット設定部９２ｄはコントロール端子に印加される電圧（Ｖof）にて
オフセットを設ける機能を有する。Ｖｇ，Ｖofは、ＣＰＵ１１１１がＤ／Ａ変換回路（図
示せず）を操作して決定する電圧である。例えば、Ｄ／Ａ変換回路が８ビットであればＣ
ＰＵ１１１１は０～２５５のいずれかの値をＤ／Ａ変換回路に対して設定し、Ｄ／Ａ変換
回路は対応した電圧を出力する。
【００９６】
　Ａ／Ｄ変換回路９２ｅは、アナログ画像信号を上限基準値、下限基準値に基づいて所定
の分解能（例えば８ｂｉｔ）でデジタル画像信号に変換する。このデジタル画像信号は、
画像処理部９３のオフセットレベル検出回路９３ａおよびオフセットレベル減算回路９３
ｂに入力される。
【００９７】
　オフセットレベル検出回路９３ａは、ＸＯＰＢ信号がアサートされている期間に、ＣＣ
Ｄイメージセンサ５４のＯＰＢ（Optical Black）画素に対応したＡ／Ｄ変換回路９２ｅ
の出力を取り込んで保存する機能を有する。保存されるオフセットレベルは、複数のＯＰ
Ｂ画素を取り込んだ平均値であり、ＣＣＤイメージセンサ５４の出力系統毎に保存される
。図９は、主走査方向における各種出力信号の関係を示すタイミングチャートである。図
９に示すように、１走査期間の始めにＯＰＢ画素領域があり、その領域でサンプリングさ
れ、Ａ／Ｄ変換され出力されたデジタル画像信号をｘｏｐｂ信号により検出し、保存する
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という動作を行う。また、この時検出されたオフセットレベルはＣＰＵ１１１１に送られ
、オフセット設定部９２ｄによるオフセット設定に用いる。
【００９８】
　オフセットレベル減算回路９３ｂは、ＣＣＤイメージセンサ５４の有効画素の範囲に対
応したデジタル画像信号が入力された際に、Ａ／Ｄ変換回路９２ｅの出力値からオフセッ
トレベル検出回路９３ａに保存された値を減算する回路である。オフセットレベル減算回
路９３ｂの画像信号出力は、オフセットレベルの変動が補正されている。
【００９９】
　白ピーク検出回路９３ｃは、ＸＬＧＡＴＥ信号とＳＭＰＬ信号がアサートされている範
囲内で入力されたデジタル画像信号のピーク値を保存する回路である。より詳細には、白
ピーク検出回路９３ｃは、図１０に示す白基準板９０の読み取りデータにかかるオフセッ
トレベル減算回路９３ｂのデジタル画像信号出力を受け、ＸＬＧＡＴＥ信号にて指示され
るＣＣＤイメージセンサ５４の有効画素の範囲に対応した期間にその画像信号のピーク値
を保存する回路である。図８に示すように、１走査期間の有効画素の範囲毎にサンプリン
グされ、Ａ／Ｄ変換され出力されたデジタル画像信号をＸＬＧＡＴＥ信号により取り出し
、その間のピーク値を検出し、保存するという動作を行う。
【０１００】
　ＣＰＵ１１１１は、オフセットレベル検出回路９３ａ、白ピーク検出回路９３ｃにアク
セスすることにより最新のオフセットレベル値、ピーク値を得ることができる。ＣＰＵ１
１１１が取得した白ピーク値は、ゲインアンプ９２ｃの利得調整に用いられる。
【０１０１】
　シェーディングデータ保存回路９３ｄは、白基準板９０を読み取った値を各画素毎に平
均化等の処理を行いながら順次保存する回路であり、シェーディング補正回路９３ｅは画
像を読み取ったデジタル画像データとシェーディングデータ保存回路９３ｄに保存されて
いる白基準板データとで補正演算を行う回路であり、画像処理部９３ｆに適正な画像デー
タを出力する。
【０１０２】
　次に、デジタル複合機１０００における主電源投入時及び省電力モードからの復帰時に
おける行うゲインアンプ９２ｃの利得調整について説明する。
【０１０３】
　図１１は、デジタル複合機１０００の主電源投入（省電力モードからの復帰）直後のタ
イミングチャートである。図１１のタイミングチャートは、本実施の形態のタイミングチ
ャートと従来のタイミングチャートとの２通りを対比して記載している。図１１に示すよ
うに、本実施の形態のタイミングチャートは、従来と同様に、露光ランプ５１の光量安定
後にゲインアンプ９２ｃの利得調整を行うものである。しかしながら、第１の実施の形態
で説明したように、本実施の形態のデジタル複合機１０００は、ＣＰＵ１１１１の初期化
処理終了に依存せずに、電源９４によって供給された電圧が点灯装置９１の最低入力許容
電圧を超えた場合に露光ランプ５１を点灯する。すなわち、２４Ｖ電源が上昇して所定レ
ベルに到達した時点で、光源点灯信号（CNT）がアサートされ、露光ランプ５１が点灯す
る。したがって、図１１に示すように、従来に比べて、ゲインアンプ９２ｃの利得調整を
行うタイミングが早くなるので、従来より早く省エネモードからスキャナ部２００を復帰
させることができる。
【０１０４】
　ここで、図１２は主電源投入（省電力モードからの復帰）直後における処理の流れを示
すフローチャートである。図１２に示すように、主電源投入（省電力モードからの復帰）
されると、電源オン閾値発生手段１２０１の出力（Vchk）が電源オン検出手段１２０２の
ハイレベル閾値（Vih）を超えたか否かが判定される（ステップＳ１）。
【０１０５】
　電源オン閾値発生手段１２０１の出力（Vchk）が電源オン検出手段１２０２のハイレベ
ル閾値（Vih）を超えたと判定した場合には（ステップＳ１のＹｅｓ）、光源点灯信号（C
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NT1）＝CNT＝“Ｌ”アクティブとし、露光ランプ５１をオンにする（ステップＳ２）。
【０１０６】
　次いで、ＣＰＵ１１１１の初期化処理が終了し、制御可能な状態になったか否かを判定
する（ステップＳ３）。
【０１０７】
　ＣＰＵ１１１１の初期化処理が終了し、制御可能な状態になったと判定した場合には（
ステップＳ３のＹｅｓ）、ステップＳ４に進み、ゲインアンプ９２ｃの利得調整を行う。
【０１０８】
　ゲインアンプ９２ｃの利得調整について、図１３のフローチャートを参照しつつ説明す
る。
【０１０９】
　まず、ＣＰＵ１１１１のポート設定を出力ポート設定とし、露光ランプ５１は点灯させ
たままにするのでCNT0＝“Ｈ”に出力設定し（ステップＳ１１）、ゲインアンプ９２ｃに
デフォルトゲイン（Vg0）を設定する（ステップＳ１２）。
【０１１０】
　次いで、ＳＭＰＬ信号をアサートして白ピーク検出回路９３ｃから白基準板９０のピー
クデータ（Dwp）を読み取り（ステップＳ１３，Ｓ１４）、ピークデータ（Dwp）が目標公
差内（Dp±B）に入っているか否かを判定する（ステップＳ１５）。なお、Dpは調整目標
値であり、Bは調整公差である。
【０１１１】
　ピークデータ（Dwp）が目標公差内（Dp±B）に入っていないと判定した場合には（ステ
ップＳ１５のＮｏ）、目標公差内に入るように、ゲイン設定値（Vg）を算出する（ステッ
プＳ１６）。
【０１１２】
　そして、計算結果のVgが設定可能範囲（VgL～VgH）内か否かを判定する（ステップＳ１
７）。設定可能範囲内の値であれば（ステップＳ１７のＹｅｓ）、計算結果のVgを実際に
設定して（ステップＳ１８）、再度ピークデータ（Dwp）を読み取る（ステップＳ１３，
Ｓ１４）。
【０１１３】
　一方、計算結果のVgが設定可能範囲外の場合（ステップＳ１７のＮｏ）、エラーである
が、設定可能範囲内で計算値に近い値Vgを設定する（ステップＳ１９）。
【０１１４】
　設定可能範囲内で計算値に近い値Vgを設定した後（ステップＳ１９）、または、ピーク
データ（Dwp）が目標公差内（Dp±B）に入っていると判定した場合には（ステップＳ１５
のＹｅｓ）、ゲインアンプ９２ｃの利得調整が終了したので、CNT0＝“Ｌ”に出力設定し
てCNT1＝CNT＝“Ｈ”とし、露光ランプ５１をオフして（ステップＳ２０）、利得調整を
終了する。
【０１１５】
　ステップＳ４の利得調整が終了すると、スキャン要求に待機する（ステップＳ５）。
【０１１６】
　そして、スキャン要求があった場合には（ステップＳ５）、スキャン動作に従って露光
ランプ５１をオン／オフ制御する（ステップＳ６）。具体的には、スキャン開始に先立っ
て、ＣＰＵ１１１１のポートを“Ｈ”設定に変更して、露光ランプ５１をオンする。この
場合、CNT0＝“Ｈ”、CNT1＝CNT＝“Ｌ”になる。スキャンが終了すると、ＣＰＵ１１１
１のポートを“Ｌ”設定に変更して、露光ランプ５１をオフする。この場合、CNT0＝“Ｌ
”、CNT1＝CNT＝“Ｈ”になる。
【０１１７】
　このように本実施の形態によれば、従来に比べて、ゲインアンプ９２ｃの利得調整を行
うタイミングが早くなるので、従来より早く省エネルギーモードからスキャナ部２００の
復帰動作に入ることができる。
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【０１１８】
　［第３の実施の形態］
  次に、本発明の第３の実施の形態を図１４および図１５に基づいて説明する。なお、前
述した第１の実施の形態と同じ部分は同じ符号で示し説明も省略する。
【０１１９】
　第２の実施の形態では、露光ランプ５１の光量安定後にゲインアンプ９２ｃの利得調整
を行うようにしたが、本実施の形態においては、露光ランプ５１を点灯させた後、光量が
安定する前に、ゲインアンプの利得を決定するための調整動作を開始するようにしたもの
である。
【０１２０】
　図１４は、デジタル複合機１０００の主電源投入（省電力モードからの復帰）直後のタ
イミングチャートである。図１４のタイミングチャートは、本実施の形態のタイミングチ
ャートと従来のタイミングチャートとの２通りを対比して記載している。図１４に示すよ
うに、本実施の形態のタイミングチャートは、露光ランプ５１を点灯させた後、光量が安
定する前に、ゲインアンプ９２ｃの利得調整を行うものである。第１の実施の形態で説明
したように、本実施の形態のデジタル複合機１０００は、ＣＰＵ１１１１の初期化処理終
了に依存せずに、電源９４によって供給された電圧が点灯装置９１の最低入力許容電圧を
超えた場合に露光ランプ５１を点灯する。したがって、本実施の形態においては、露光ラ
ンプ５１の光量安定前にゲインアンプ９２ｃの利得調整を行うタイミングは、ＣＰＵ１１
１１の初期化処理が終了した時点であり、利得調整終了時間は、従来に比べると図１４に
示す様な差が生じることになる。すなわち、図１４に示すように、従来に比べて、ゲイン
アンプ９２ｃの利得調整を行うタイミングが格段に早くなるので、従来より早く省エネモ
ードからスキャナ部２００を復帰させることができる。
【０１２１】
　しかしながら、露光ランプ５１の光量安定前に利得調整を実行する場合、光量は安定レ
ベルに対して差が生じることになる。よって、露光ランプ５１の光量安定後に利得調整を
実行する場合と同等になる様に、調整時の読み取りデータ目標値は光量差の分だけ変える
必要がある。
【０１２２】
　図１５は、図１１の例の場合の目標値を示したものである。露光ランプ５１の光量安定
後にゲインアンプ９２ｃの利得を調整する際の読み取りピークデータの目標値をDb、光量
安定前後の光量比を（ａ＋ｂ）：ｂとした場合、露光ランプ５１の光量安定前にゲインア
ンプ９２ｃの利得を調整する際の読み取りピークデータの目標値Dmは、
    目標値Dm＝Db＊（ａ＋ｂ）／ｂ
となる。
【０１２３】
　このように本実施の形態によれば、光源光量が安定する前に利得調整を開始するので、
従来より格段に早く省エネルギーモードからスキャナを復帰させることができる。
【０１２４】
　なお、各実施の形態においては、照明手段としてキセノンランプなどの露光ランプ５１
を適用したがこれに限るものではなく、密着センサに搭載されたＬＥＤにも適用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】本発明の第１の実施の形態にかかるデジタル複合機を概略的に示す構成図である
。
【図２】デジタル複合機のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】スキャナ部の読み取りユニットを示す概略構成図である。
【図４】スキャナ部の制御系を示すブロック図である。
【図５】点灯装置の入力系を示すブロック図である。
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【図６】点灯制御に関する部分を示す回路図である。
【図７】点灯制御に関するタイミングチャートである。
【図８】本発明の第２の実施の形態にかかるスキャナ部を構成する各部の電気的接続を示
すブロック図である。
【図９】主走査方向における各種出力信号の関係を示すタイミングチャートである。
【図１０】白基準板の読み取りを示すタイミングチャートである。
【図１１】デジタル複合機の主電源投入（省電力モードからの復帰）直後のタイミングチ
ャートである。
【図１２】主電源投入（省電力モードからの復帰）直後における処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図１３】ゲインアンプの利得調整の流れを示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第３の実施の形態にかかるデジタル複合機の主電源投入（省電力モー
ドからの復帰）直後のタイミングチャートである。
【図１５】図１１の例の場合の目標値を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１２６】
　５１　　　　照明手段
　９１　　　　点灯装置
　９２ｃ　　　ゲインアンプ
　９４　　　　電源手段
　２００　　　画像読取装置
　３００　　　画像印刷装置
　１０００　　画像形成装置
　１１１１　　ＣＰＵ
　１２００　　電源監視手段
　１２０１　　電源オン閾値発生手段
　１２０２　　電源オン検出手段
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【図１４】 【図１５】
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